


　はじめに

　年金受給者の皆様には、日頃より市議会議員

共済会の運営に関しまして、格別のご理解とご

協力を賜り、厚く御礼申しあげます。

　さて、議員年金を受給される皆様に、継続し

て年金を受けていただくためには、市議会議員

共済会に対して、様々な手続が必要になります。

　議員年金の手続につきましては、所属されて

いた市（特別区を含む。以下同じ。）議会の事

務局を通じて手続をしていただくことになりま

す。

　このしおりは、年金に関する重要なことがら

についてご案内しております。お読みいただき、

年金証書、年金額決定・改定通知書と一緒に保

管のうえ、今後の手続にお役立ていただけたら

幸いに存じます。

 市議会議員共済会
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テム
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1　年金の種類

　平成23年6月1日に施行された地方議会議員

年金制度の廃止措置を講ずる地方公務員等共済

組合法の一部を改正する法律（平成23年法律第

56号）（以下「廃止法」という。）に基づいて共済会

が支給する年金は以下のとおりです。

退職年金
…………

　平成23年5月までの議員の在職期間が合計12

年以上の議員が退職したときに元議員に支給さ

れます。

遺族年金
…………

　次のときに元議員の遺族（下記遺族年金の範

囲と順位を参照）に支給されます。

①　 平成23年5月までの議員の在職期間が合

計12年以上の議員が亡くなったとき

②　 退職年金を受けている方や公務傷病年金

を受けている方が亡くなったとき

③　 議員が公務による傷病で死亡したときや

公務による傷病で重度障害の状態となっ

た議員が亡くなったとき

　● 遺族年金を請求できる方については「遺族

年金の範囲と順位」（→5ページ）をご確

認ください。



遺族年金の範囲と順位
…………………………

　退職年金を受給されていた方または現職議員

の死亡当時に、主としてその収入によって生計

を維持していたことが条件となります。

（1） 　議員または議員であった方の配偶者（届

出をしていないが事実上婚姻関係と同様の

事情にある者を含む。）

（2）　子※

（3）　父母

（4）　孫※

（5）　祖父母

※ 上記(2)及び(4)の場合、18歳に達する日以後の最初

の３月31日まで支給されますが、配偶者がいない場

合に限ります。また、18歳以上であっても、議員ま

たは議員であった者の死亡の当時から引き続き重度

障害の状態で生活資料を得るみちがない場合は、遺

族年金の支給を受けることができます。
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2　年金のお支払い
～ 3か月分ごとに支払われます～

　年金の支払いは、年金の種類にかかわらず、

3月・6月・9月・12月が支給期月となり、それ

ぞれの支給期月には、その前月分までの3か月

分が支払われます。

支給期月 支給日 支給の内訳

3 月 期 3 月5日 12月 ･ 1 月 ･ 2 月分

6 月 期 6 月5日 3 月 ･ 4 月 ･ 5 月分

9 月 期 9 月5日 6 月 ･ 7 月 ･ 8 月分

12 月 期 12月5日 9 月 ･10月 ･11月分

　※ 支給日が金融機関の休業日のときは、直前の営

業日に支払われます。

※
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3　年齢により支給が停止されている方
～支給の開始をお知らせします～ 

支給が開始される年齢について
……………………………………

　退職年金は65歳に達する月まで支給が停止

されます。ただし、議員になった日と生年月日

により65歳に達する前に支給される経過措置

が設けられています。

　退職年金の支給が開始される年齢は、下表の

とおりです。

議員になった日 生年月日
支給開始
年　　齢

昭和61年3月31日

　　　　　　以前
― 55歳

昭和61年4月1日～

　平成7年3月31日
― 60歳

平 成 7 年 4 月 1 日

　　　　　　以後

昭和20年4月1日　

以前
62歳

昭和20年4月2日～

昭和22年4月1日
63歳

昭和22年4月2日～

昭和24年4月1日
64歳

昭和24年4月2日　

以後
65歳

● 65歳未満であっても、恩給法別表第一号表

ノ二に定める重度障害の状態になったときに

は退職年金が支給されます。詳しくは所属さ

れていた市議会の事務局にお問い合わせくだ

さい。
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支給が開始される時期について
……………………………………

　年齢により支給を停止されている方が、支給

が開始される年齢に達したときは、その月の翌

月（月の初日生まれの方はその月）分から年金が

支給されます。

　支給が開始される年齢に達したときは、下表

に記載の時期になりましたら、共済会から対象

となる年金受給者宛に、年金支給日や提出書類

などを記載したお知らせをお送りします。

誕生日
年金の開始
支 給 期 月

共済会から
お知らせする時期

11月 2 日～

　 2 月 1 日
3 月期 12月下旬

2 月 2 日～

　 5 月 1 日
6 月期 3 月下旬

5 月 2 日～

　 8 月 1 日
9 月期 6 月下旬

8 月 2 日～

　11月 1 日
12月期 9 月下旬
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住基ネットを利用した生存の確認
………………………………………

　共済会では、受給者が引き続き年金を受ける

権利があるかどうかを確認するために、年金の

支給期月（→6ページ）の前月に、受給者の皆様

の生存確認を行います。

　生存の事実については、住基ネットを利用し

て、指定情報処理機関から受給者の本人確認情

報(氏名､生年月日､性別及び住所)の提供を受

け、確認します。

● 本人確認情報の提供を受けた結果、生存の事

実の確認ができなかったときは、年金の支払

いを差し止めることになります。

現況届
………

　住基ネットで本人確認情報の提供を受けるこ

とができなかった受給者は、毎年1月に「現況

届」のご提出が必要となります。

　｢現況届｣は、住基ネットで本人確認情報の

提供を受けることができなかった受給者へ、毎

年12月に共済会からご自宅にお送りします。

　年金を引き続き受けようとする年の1月1日以後

に、お住まいの市区町村長の証明を受け、所属さ

れていた市議会の事務局にご提出ください。

● 提出期限までに、｢現況届」の提出がないと

きは、提出があるまで3月期以後の年金の支

払いを差し止めることになります。

4　生存の確認
～年金を受ける権利を確認します～
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5　扶養親族等申告書
～各種控除を受ける方はご提出ください～

源泉徴収の対象になる年金
………………………………

　退職年金は、所得税法では雑所得に区分され

ます。このため、共済会は、退職年金を支給す

る際に所得税を源泉徴収します。下表に該当す

るときは所得税の課税対象になります。

年　齢 共済会から受ける1年間の年金額

65歳未満 155万円以上

65歳以上 205万円以上

● 退職年金受給者には、毎年1月下旬に共済会

から前年に支払われた退職年金の「源泉徴収

票」をご自宅にお送りします。

●遺族年金は課税されません。

● 確定申告やその他税金について、ご不明な点

がありましたら、最寄りの税務署にご相談く

ださい。

扶養親族等申告書
……………………

　源泉徴収の対象になる方が所得税法上の各種

控除（本人分の基礎的控除を除く人的控除）を

受けるためには、「扶養親族等申告書」の提出

が必要になります。

　「扶養親族等申告書」は、源泉徴収の対象に

なる方へ、毎年11月上旬に共済会からご自宅

にお送りします。提出期限までに共済会へご提

出ください。
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年金支払通知書
…………………

　「年金支払通知書」は、お支払いを予定して

いる共済会の年金について、支給日と支払額を

あらかじめお知らせするものです。

　支給額に変更が生じた場合には、その都度お

送りします。なお、年金支払通知書は再発行で

きませんので大切に保管してください。

　（1）退職年金受給者

　　 　年に２回、２月下旬と８月下旬に共済会

から受給者のご自宅にお送りします。

6　年金支払通知書
～年金の支払予定についてお知らせします～ 
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① 　２月下旬にお送りする年

金支払通知書には、扶養親

族等申告書の提出状況及び

申告内容があわせて記載さ

れています。

102-0093
2-4-2

6

15615 1

8
7
8

8
8
8

3
12
2

6
3
5

5

5
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5 1561560

8 2 24

1561560

21 11 30

250,000
0
0

250,000
250,000

0
0

250,000

0130

1

1
1
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② 　８月下旬にお送りする年

金支払通知書には、所得に

応じた退職年金の支給停止

措置(→25ページ)の結果

があわせて記載されていま

す。一部支給停止該当者及

び支給停止非該当者には、

こちらの通知書をお送りし

ます。

102-0093
2-4-2

6

15615

8 9 9 6

8
8
8

8
8
8

9
6
8

12
9

11

4

4

000001

8 9 12

8
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-2

5 1561561

8 8 26

1561561

29 11 22

187,500
0
0

187,500
0
0

1234187,500

187,500

1,000,000

6,500,000

7,500,000

500,000

250,000

750,000

750,000



③ 　８月下旬にお送りする年

金支払通知書には、所得に

応じた退職年金の支給停止

措置(→25ページ)の結果

があわせて記載されていま

す。全額支給停止該当者に

は、こちらの通知書をお送

りします。

102-0093
2-4-2

6

15615 1

8 9 9 6

000001

8

16
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1561562

8 8 26

1561562

29 11 23

1,000,000

8,500,000

9,500,000

2,500,000

1,000,000

0

0
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　（2）遺族年金受給者

　　 　年に１回、２月下旬に共済会から受給者

のご自宅にお送りします。
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支　給　額

支　給　額

支　給　額

支　給　額

作成

8

0130

8 2 24

8
7
8

8
8
8

8
8
8

8
8
8

3
12
2

6
3
5

9
6
8

12
9
11

5

5

4

4

125,000 
0 
0 

125,000 
   125,000 
0 
0 

125,000 
125,000 

0 
0 

125,000 
125,000 

0 
0 

125,000 



　次のようなときには、所属されていた市議会

の事務局に必要書類をご提出ください。

１ 届出事項に異動があったとき

　※ 退職年金受給者が住所を異動した場合、「許諾書」＊2を
改めて提出していただく必要があります。

　※ 海外転出等の理由により住所の異動を住基ネットで確
認できない場合には､｢異動届」＊1等の書類の提出が必要
になります。

　※ 金融機関の合併や店舗の統廃合によって口座番号に変
更があったときも、所属されていた市議会の事務局に
必要書類をご提出ください。

２ 年金証書を紛失した（損傷した）とき

　※ 年金証書を損傷したときは、その年金証書を申請書と
併せてご提出ください。

　※ 年金証書は、年金を受ける権利を証明する重要な書類
ですので、大切に保管してください。

7　こんなときは
～手続が必要です～ 
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①　お名前を変更したとき
　 　「異動届」＊1、「年金証書」、氏名変更後の

「戸籍抄本」

②　金融機関を変更したとき「異動届」＊1

③　お引越をしたとき
　 　住基ネットで住所異動を確認するため ､

書類の提出は必要ありません。ただし、住

基ネットでの確認には時間を要する場合が

ありますので、お急ぎの場合は共済会にご

連絡ください。

提出書類

「年金証書再交付申請書」

提出書類



３ 年金額や加入期間の証明が必要なとき

　　※ 当年の年金額の証明は、見込額での証明になり

ます。

　　※ 加入期間の証明は、昭和36年7月1日から平成

23年5月31日までになります。

　　※年金額と加入期間の両方の証明が必要なとき

　　　は、1枚の申請書で併せて申請ができます。

４ 源泉徴収票を紛失したとき

　源泉徴収票（→10ページ）を紛失したときは、

再発行しますので、所属されていた市議会の

事務局にご連絡ください。共済会から所属さ

れていた市議会の事務局またはご自宅にお送

りします。

　　※ 源泉徴収票は、確定申告の際に必要な書類で

すので、大切に保管してください。

●提出書類に次のような略称を使用しています。

　＊1　異動届…共済給付金受給権者異動届

　＊2　許諾書… 地方議会議員共済会による所得情 

報取得についての許諾書
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①　年金額の証明が必要なとき

　　　　または

②　加入期間の証明が必要なとき

　 「市議会議員共済会年金額

　・加入期間の証明申請書」

提出書類



8　年金の受給権の消滅
～受給者が亡くなったときなど～ 

退職年金受給者
…………………

　退職年金受給者(元議員)がお亡くなりになっ

た場合、退職年金を受ける権利（受給権）は消

滅します。

　ただし、次に定める遺族がいる場合には、遺

族の範囲と順位にしたがって遺族年金（退職年

金の年額の２分の１の額）が支給されます。

遺族年金の範囲と順位
…………………………
　退職年金を受給されていた方または現職議員

の死亡当時に、主としてその収入によって生計

を維持していたことが条件となります。

（1） 　議員または議員であった方の配偶者（届

出をしていないが事実上婚姻関係と同様の

事情にある者を含む。）

（2）　子※

（3）　父母

（4）　孫※

（5）　祖父母

※ 上記(2)及び(4)の場合、18歳に達する日以後の最初
の３月31日まで支給されますが、配偶者がいない場
合に限ります。また、18歳以上であっても、議員ま
たは議員であった者の死亡の当時から引き続き重度
障害の状態で生活資料を得るみちがない場合は、遺
族年金の支給を受けることができます。

遺族年金受給者
…………………
　遺族年金受給者が次に該当した場合には、遺

族年金を受ける権利（受給権）を失います。
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（1）　死亡したとき

（2） 　婚姻したとき（事実上婚姻関係と同様の

事情にある者を含む。）

（3） 　三親等内の親族以外の者の養子になった

とき

（4） 　死亡した議員であった者との養子縁組が

解消されたとき

（5） 　子または孫については、18歳に達した日

以後の最初の3月31日が終了したとき（た

だし、重度障害の状態で生活資料を得るみ

ちがない者は除く。）

（6） 　重度障害の状態で生活資料を得るみちが

ないため、遺族年金を受けていた者がその

事情がなくなったとき

※ 遺族年金の受給者が民法、戸籍法による復氏や姻族

関係を終了した場合においても、上記(1) ～ (6)に該

当しない限り、遺族年金の受給権を失うことはあり

ません。
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　年金受給者が前述のいずれかに該当

した場合には、所属されていた市議会

の事務局にご連絡ください。

　連絡が遅れますと、本来受けるべき

でない年金が生じて、共済会へ返納し

なければならないことがありますので、

ご連絡はお早めにお願いします。

受給権が消滅した場合



　退職年金受給者が再び市区議会議員になった

とき（以下「再就職」という。）は、その翌月分

から退職年金の支給が停止されます。ほかの市

区の議員になったときについても同様に退職年

金の支給が停止されます。

　再就職にかかる手続は再就職した市区議会の

事務局を通じて行っていただくことになりま

す。

　共済会の受給者が国会議員や都道府県議会議

員、町村議会議員になったときは退職年金の停

止はありません(次ページの所得に応じた退職

年金の支給停止に該当した場合を除く)。

9　再就職による停止
～再び市区議会議員になったとき～ 
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　退職年金の年額と前年の退職年金等を除く所

得金額（住民税の課税総所得金額ベース（分離

課税に区分される所得は除く））との合計が700

万円を超える場合、700万円を超える金額の2

分の1に相当する金額の支給が停止されます。

　支給停止額が退職年金の年額を上回った場合

は、退職年金の全額が支給停止となります。

　支給停止期間は、調査年9月の支給期月から

翌年6月の支給期月（調査年6月分から翌年5月

分）までとなります。

● 共済会では毎年６月、前年までに議員を退職

したすべての退職年金受給者を対象に、調査

年度の前年分の所得調査を行います。

10　所得に応じた退職年金の支給停止
～退職年金受給者は毎年所得調査があります～ 
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　年金受給者が拘禁刑以上の刑に処せられたと

きには、刑が確定した月の翌月分から年金の全

部または一部の支給が停止されることになりま

す。

　拘禁刑以上の刑が確定したときには、所属さ

れていた市議会の事務局にご連絡ください。

　なお、実刑のときと刑の執行が猶予されたとき

の給付の制限はそれぞれ次のとおりになります。

実刑のとき
……………

　刑期が終了する月まで年金額の全額の支給が

停止されます。

　刑期が終了した月の翌月分からは、年金額の

20％に相当する額を減じた額が支給されます。

刑の執行が猶予されたとき
………………………………

　執行猶予期間が満了する月まで年金額の

20％に相当する額が停止されます。

　執行猶予期間が満了した月の翌月分からは、

年金額が全額支給されるとともに、執行猶予期

間中に停止されていた金額が支給されます。

11　給付の制限
～拘禁刑以上の刑が確定したとき～ 
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　退職年金及び遺族年金の額は、物価スライド

等により改定が行われます。このスライドによ

る年金額の改定とは、年金の実質的な価値を維

持するために、総務省統計局作成の全国消費者

物価指数等の変動に応じて政令で定めるところ

により行われるものです。

　年金額が改定となる年金受給者には、共済会

から年金額改定通知書をもって改定後の年金額

をお知らせします。

　年金額改定通知書は年金証書、年金額決定・

改定通知書と一緒に大切に保管してください。

12　年金額の改定
～物価等の変動に伴い年金額が改定されます～ 
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13　税金と確定申告
～最寄りの税務署にお問い合わせください～ 

　税金と確定申告に関してご不明な点がござい

ましたら、最寄りの税務署にお問い合わせくだ

さい。
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差押えの禁止
………………

　共済給付金を受ける権利は、譲り渡したり、

担保に供したり、差し押さえたりすることはで

きません。

　ただし、退職年金または退職一時金を受ける

権利を国税、地方税の滞納処分により差し押さ

える場合はこの限りではありません。

年金を担保とした融資制度の終了
………………………………………

　年金受給者については、日本政策金融公庫ま

たは沖縄振興開発金融公庫から年金を担保に融

資を受けることのできる制度がありましたが、

令和２年の年金制度の法律改正により、令和４

年３月末をもって、新規貸付の申込受付は終了

しました。

14　給付を受ける権利の保護
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支給日に年金が振り込まれていないとき

　A1） 届出の口座番号が誤っていたときに
は、共済会から所属されていた市議
会の事務局に連絡します。

　　　  受給者の方は事務局から問い合わせ
がありましたら、口座番号などをお確
かめのうえ、事務局にご回答ください。

　　　  その後、共済会から再度振込手続き
を行うことになりますが、再振込み
が完了するまでに数日かかることが
あります。

源泉徴収票が送られてこないとき

　A2） 遺族年金は、所得税の課税の対象で
はありませんので、源泉徴収票はお
送りしていません（→10ページ）。

　　　  年金額を証明する書類が必要な場合
は、「市議会議員共済会年金額の証明
書」（→21ページ）を発行しておりま
すので所属されていた市議会の事務
局までご連絡ください。

15　Q＆A

Q1） 支給日に年金が振り込まれていない
ようです。もしかしたら、届出の口
座番号を誤って記入してしまったか
もしれません。どうしたらよいでしょ
うか？

Q2） 遺族年金を受けていますが、源泉徴
収票が送られてきません。なぜでしょ
うか？
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共済会の年金以外に所得があるとき

　A3）  退職年金の場合、共済会から支給さ
れる年金以外の所得が多いときには、
年金の支給が一部または全額停止さ
れることがあります。

　　　  詳しくは25ページの「所得に応じた
退職年金の支給停止」をご覧ください。

　　　  遺族年金の場合、共済会から支給さ
れる年金以外に所得がある方であっ
ても、共済会から支給される年金が
一部または全額停止されることはあ
りません。

扶養親族等申告書が送られてこないとき

　A4） 共済会から支給される年金額が205
万円未満の方は、65歳となる年から、
課税の対象ではなくなります。

　　　  そのため、「扶養親族等申告書」をお
送りしていません。

　　　  詳しくは10ページの「扶養親族等申
告書」をご覧ください。

Q3） 私は事業を営んでおり共済会から支
給される年金以外に所得があります
が、そのことにより、共済会から支
給される年金が停止されますか？

Q4） 昨年までは｢扶養親族等申告書｣が送
られてきましたが、今年は送られて
きません。｢扶養親族等申告書｣の提
出ができませんが、所得税が多く徴
収されてしまうのでしょうか?
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連　絡　先
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